
利用料金収入
(令５見込額)

指 定 管 理 料
(令５予算額)

そ の 他 収 入
(令５見込額)

経過

方針

募集方法

指定単位

指定期間

公の施設にかかる指定管理者の選考について

施 設 名

所 管 課

現 行 指 定 管 理 者

設 置 年 月

所 在 地

県立長浜ドーム宿泊研修館

教育委員会事務局生涯学習課

一般財団法人滋賀県青年会館

平成４年１０月

設 置 目 的

施 設 概 要

管理経費(令５見込額)

財源
内訳

指定管理者
制度選考方針

備 考

長浜市田村町１４１１－１

長浜ドーム利用者等の宿泊利用とともに、県域を対象とした青少年をは
じめ広く県民文化の向上のための拠点として、また、湖北地域における
青少年団体活動の拠点施設として活用されることを目的に設置

敷地面積：４，３６８㎡(長浜ドーム敷地の一部)
延床面積：１，４７３．２３㎡
施設構造：ＲＣ造２階建
施設内容
　・宿泊室定員５４名
　　　洋室（バス・トイレ付）・・・１室２名（６室）
　　　和室（１２帖）・・・・・・・１室６名（７室）
　・会議室定員５４名（会議室Ａ、Ｂを一括使用の場合）
　　　会議室Ａ・・・２４名
　　　会議室Ｂ・・・２４名
　・事務所、浴室、談話室等

２４，７１０，０００円

１５，９６０，０００円

　８，６４１，０００円

　　　１０９，０００円

・平成18年度は、指定期間を２年間として、従来委託をしていた団体を
非公募により指定管理者とした。指定管理への移行により管理運営体制
が見直され経費の削減が図られた。
・平成20年度からは指定期間を３年間として、平成20年度から平成22年
度までと平成23年度から平成25年度までの２回公募を行い、いずれも現
行指定管理者が選定された。
・平成26年度からは、サービス提供の継続性と安定性、長期契約による
経費削減効果等の観点から、指定期間は５年間としている。

・引き続き、サービス提供の継続性と安定性、長期契約による経費削減
効果等の観点から、指定期間は５年間とする。

公募

単独

令和６年４月１日～令和11年３月31日

教育・文化スポーツ常任委員会資料５
令和５年 ( 2 0 2 3年 )７月７日
教育委員会事務局生涯学習課
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